
見守りサポーター登録事業者ならびに登録自治会のみなさまへ          平成 28 年 2 月 12 日 

  

 

 

 

現場を回っていらっしゃる見守りサポーター事業者のみなさん、団地自治会の見守り

サポーターのみなさん、公営住宅にお住まいの方々の見守り活動いつもありがとうござ

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっとした異変に気付き連絡（相談）いただくことにより、

人命救助につながることがあります。寒い日が続きますが、

周りの方に気を配っていただき、引き続き見守り活動にご協

力をお願いします。 

 

 「「埼埼玉玉県県公公営営住住宅宅等等見見守守りりササポポーータターー通通信信」」  №№66    

・新聞や郵便物がポストにたまっているな・・・ 

・洗濯物が何日もほしてあるな・・・ 

・最近となりの人に顔を見ないな・・・ 

・人気がないのに一日中テレビがついているな・・・ 

こんなこと 

ありませんか？ 

埼玉県ﾏｽｺｯﾄ「ｺﾊﾞﾄﾝ」 

【見守りサポーターについてのお問い合わせ先】 

〒330-8516  さいたま市浦和区仲町 3丁目 12番 10号 

 埼玉県住宅供給公社 公営住宅部 県営住宅課 

 電話 048-829-2875  FAX 048-825-1822 
見守りサポーターホームぺージ開設  

http://www.saijk.or.jp/  

見
守
り
に
ご
協
力
を
！ 

 

  

事例紹介 

新聞配達業者 
（見守りサポーター） 

 

異変を察知し 

自治会長に連絡 

 

 

近所周辺を確認 
 

入居者帰宅、 
無事本人を確認 

新聞が１週間 

たまっている！ 

公社職員かけつけ 

親族等へ連絡 

 

他にも・・・ 

・H26 見守りサポーターからの通報により、入居者宅を訪れ、倒れている入居者を緊急搬送などあり。 


